
「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」 平成２２年２月
消費者庁

○ 本「プラン」は、地方消費者行政が、「地方自治」として地域の多様な「現場」のニーズに応えるとともに、「現場」を支える国の行政として
の性格をもつものであるという基本認識のもと、当面の３年間（平成２１・２２・２３年度）を中心に、各地域でのモデル的な事例を挙げながら、

① 地方公共団体に期待される取組み（地域の行政職員、相談員からの直接の聞取りから抽出したもの）
② 消費者庁の取組み・支援、（独）国民生活センター等との連携・協力

について、とりまとめたもの。

重点課題 消費者庁の取組み・支援、国セン等との連携・協力 （例） 地方への期待 （例）

・ 「地方協力課」の創設 ・ 「基金」のより効果的な活用の検討
・ 専門事例研修等の充実 ・ 「巡回指導」・商品テストの充実
・ 地方公共団体首長への働きかけ（消セン・窓口の設置・充実）
・ 相談体制の法制度上の位置づけの検討・整理 など

・ 本「プラン」の「モデル事例」を踏まえた身近な窓口の開設
・ 都道府県の消センの「あっ旋」力の強化、専門性の向上
・ 都道府県による市町村の消セン・窓口の立上げの支援
・ 市町村における「掘起し」「見守り」の強化 など

消費生活相談
体制の強化

法執行
強化

・ 地方公共団体の研修員受入れや職員の研修充実による人材育成
・ 国と地方の責任者が執行に関する意見交換を行う「場」づくり
・ 「食品表示連絡会議」「食品表示監視協議会」による監視強化
・ 法解釈・事例などについての情報の「ネットワーク」の強化 など

・ 執行職員の配置と専任化など組織体制の強化
・ 執行職員の経験・研修の充実
・ 相談員、県警、弁護士などとの連携の強化
・ 複数の都道府県による情報共有・共同調査・共同執行 など

改善 ため 「基金 り効果的な活 検討 相談員と行政幹部 本課職員との連携の強化
相談員

処遇の改善

・ 改善のための「基金」のより効果的な活用の検討
・ 相談員の相談・照会のための体制の整備 ・ 研修の機会拡大
・ PIO-NET を使いやすいシステムに、配備・展開の拡大
・ 処遇改善のための制度のあり方の検討・整理 など

・ 相談員と行政幹部・本課職員との連携の強化
・ 「雇止め」も含めた雇用形態・勤務体系の改善
・ 相談員の研修の参加へのバックアップ、研修の充実
・ 機器・設備の整備など相談員の執務環境の改善 など

・ 地方公共団体首長への働きかけ（総合的取組み体制、横断的連携） ・ 都道府県「消費者行政推進本部」など総合的取組み体制づくり

行政・担当職員
取組みの強化

地方公共団体首長への働きかけ（総合的取組み体制、横断的連携）
・ 地方公共団体の「本部」「連絡会」「協議会」の「モデル事例」発信
・ 職員向けの研修の充実・機会拡大
・ 地方公共団体との人的交流 など

都道府県 消費者行政推進本部」など総合的取組み体制づくり
・ 市町村「連絡会」「協議会」など連携や情報共有の場づくり
・ 法執行・個別事案対処など担当職員による相談員のサポート
・ 職員の専門性の向上や「キャリアパス」の構築 など

・ 地域の連携のための人材支援、「交流の場」づくり
幅広 者 体 参 方策 検

地域における連携 ・ 「基金」の活用による相談・啓発・教育活動の展開
学校 連携 幅広 者 体 参・ 幅広い関係者・関係団体の参加のための方策の検討

・ 啓発・教育のための関係府省との連携・働きかけの強化
・ 商品テストなど地域の要請に応えられる体制の整備 など

地域を越えた連携
地域と国との連携

強化

・ 学校との連携、幅広い関係者・関係団体の参加
・ 地域の特色を活かした啓発・教育、地方公共団体相互の連携
・ 消費者庁による情報の一元的集約に協力を など

○ 地方公共団体には、既に手当てされた「基金」（総額約２２３億円）の活用などによる取組みの具体化を期待。
○ 本「プラン」の策定後、消費者庁に福島大臣を本部長とする「地方消費者行政推進本部」を設置し、本「プラン」に盛り込んだ施策の具体
化、地方公共団体への働きかけや支援にあたるとともに、「本部」のもとに２つのＷＧを設置し、①「基金」のより効果的な活用のための
検討、②制度的課題（相談窓口の体制や相談員の処遇のあり方）の検討などに集中的に取り組み、今夏頃を目途に一定の結論を出す。



○全国各地で、首長、担当幹部・職員、相談員、消費者団体等の熱心な努力により、消費者行政活性化の取組みが展開されている。
○「プラン」では、こうした事例を幅広く収集するとともに、これらの取組みの具体化を可能とした背景・要因を明らかにし、発信。

「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」：先導的な取組み事例集

＜盛岡市（岩手県）＞
多重債務問題への取組み

＜京都府＞
消費者あんしんサポート事業による取組み

＜京都市（京都府）＞

＜富良野市、上富良野町、中富良野町、
南富良野町、占冠村（北海道）＞
周辺町村に相談窓口を維持しつつ、中心
市で圏域全体の相談を対応

＜長井市（山形県）＞
市長の決断により、人口３万未満の自治

＜群馬県＞
「群馬県消費者行政推進本部」の設置と県
の担当者による市町村への積極的な働き
かけ

＜京都市（京都府）＞
地域の高齢者の見守りと啓発活動の核と
なるボランティアの育成

＜木津川市・笠置町・和束町・精華町・南
山城村（京都府）＞
広域事務組合を活用した相談業務の広域

市 圏域 体 相談を対

市長の決断により、人口３万未満の自治
体でも消費生活センターを立ち上げ

＜埼玉県＞
担当幹部の熱心な取組みにより、知事の
リーダーシップを引き出す

＜草加市（埼玉県）＞

広域事務組合を活用した相談業務の広域
連携

＜兵庫県＞
「ひょうご安心サポートシステム」と「たじま消
費生活相談パワーアップシステム（仮称）」に
よる取組み ＜草加市（埼玉県）＞

消費生活条例を活用した消費者行政の推
進

る取組み

＜神戸市（兵庫県）＞
「コンシューマー・スクール」の開講

＜鳥取県＞
県からの支援策を示して市町村の相談窓

＜東京都＞
緊急課題に対応する部局横断的取組、小
中学校における金融経済教育モデル事業

＜新宿区（東京都）＞
食の安全に関する相談体制の充実の取組
み

県からの支援策を示して市町村の相談窓
口立ち上げ促進

＜佐賀県＞
相談員の業務支援のための「消費生活相
談スーパーアドバイザー」の配置

中学校における金融経済教育モデル事業

＜茅ヶ崎市・寒川町（神奈川県）＞
相互の相談窓口を活用する広域連携

＜平塚市・大磯町・二宮町（神奈川県）＞
中心市に相談業務を集約した広域連携

＜徳島県＞
県教育委員会との連携と「くらしのサポー
ター」制度

＜大洲市・西予市・内子町（愛媛県）＞

＜熊本県＞
県、市、実施法人が一体となって相談員を
養成

＜人吉市（熊本県）＞
首長のリーダーシップ、職員の熱意、県の

＜鈴鹿亀山地区広域連合（三重県）＞
広域連合を活用した消費生活センターの
設置

＜四万十市（高知県）＞
広域連携を視野に入れた消費生活セン
ターの設置

相談員の巡回方式による広域的な消費生
活相談の実施

首長のリ ダ シップ、職員の熱意、県の
バックアップで消費生活センター設立

＜鹿児島市（鹿児島県）＞
関係機関との連携による消費者被害未然
防止への取組み


